
行動指針に係る問題処理制度

※日本ＮＣＰの手続詳細は右記のリンク参照： https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100004429.pdf

更なる検討に
値しない

対話で当事者
間の合意成立

当事者が対話
に参加せず

対話で当事者間
の合意不成立

１．問 題 提 起

２.（１）受領
問題提起に必要事項が書かれていることを確認し、受領通知を送付

（２）関係するＮＣＰ間の調整

（３）初期評価
問題が「更なる検討に値する」か否か検討する

３.当事者への支援
当事者に対して対話をあっせん

４.手続きの終了
問題提起の概要、ＮＣＰ手続の概要などを記した声明を発出。企業名も原則記載。

更なる検討に
値する
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